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第１章 計画の概要

１ 計画策定の背景と趣旨 

 

我が国の自殺者数は、平成 10 年以降年間約３万人を超え、その後も高い水準で

推移していました。このような中、国では平成 18 年 10 月に自殺対策基本法が施

行され、それまで「個人の問題」とされていた自殺が、「社会の問題」として広く

認識されるようになり、また、平成 19 年６月に自殺総合対策大綱が閣議決定され、

国・地方公共団体・関係機関等による様々な取組がなされました。その結果、平

成 10 年から 14 年連続で約３万人であった全国の自殺者数は、平成 24 年から減少

傾向に転じています。 

しかしながら、自殺者数は全国で年間２万人を超え、自殺死亡率も主要先進７

か国の中で最も高く、非常事態はいまだ続いていると言わざるを得ません。 

国は、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現を目指して、自殺対策

を更に総合的かつ効果的に推進するため、平成 28 年４月に自殺対策基本法を改正

し、平成 29 年７月に新たな自殺総合対策大綱を閣議決定しました。 

自殺対策が「生きることの包括的な支援として実施されるべきこと」として基

本理念に明記されたほか、全ての都道府県及び市町村が自殺対策計画を定める旨

の規定が盛り込まれ、神奈川県においては平成 30 年３月に「かながわ自殺対策計

画」を策定しました。 

本市では、平成 20 年４月に庁内関係部署で構成する「厚木市自殺対策庁内連絡

会議」を設置し、自殺対策を全庁的な取組として、啓発や相談支援を中心に進め

てきました。 

また、平成 21 年６月には、WHO（世界保健機関）が推奨するセーフコミュニテ

ィの国際認証取得を目指し（平成 22 年 11 月認証取得）、庁内関係部署及び関係機

関・関係団体からなる「セーフコミュニティ暴力・自殺予防対策委員会」（平成

28 年 10 月に「セーフコミュニティ自殺予防対策委員会」に改編）を設置し、自

殺対策を「安心・安全なまちづくり」の一環として総合的に推進してきたところ

です。 

そして、平成 27 年２月１日市制 60 周年に際して、「あつぎ市民ふれあい都市宣

言」を策定し、人と人とのつながりを深め、市民協働によるふれあいあふれる厚

木市をつくることを宣言しました。 

さらに、平成 29 年度に策定された「厚木市地域福祉計画（第４期）」では、「見

守り、見守られ、支え合う地域づくり」を基本理念とし、「地域包括ケア社会」の

実現に向け、各種施策を展開しています。これらの施策は、包括的な支援体制を

構築すること、地域住民が主体となった地域づくりを展開すること、状態が深刻

化する前の早期発見や複合的課題へ支援につながる医療・介護・福祉などの関係

機関のネットワークづくりが重要であることなど、自殺対策と共通する部分が多

くあります。 
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本計画は、自殺対策基本法の趣旨や新たな自殺総合対策大綱に基づいて、本市

における自殺対策の課題を抽出し、これまでの取組をより一層発展させるととも

に、セーフコミュニティの推進や地域包括ケア社会の実現に向けた各種施策と一

体的に自殺対策を推進していくため策定するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セーフコミュニティとは 

セーフコミュニティとは、「事故やけがは、偶然の結果ではなく、予防できる」

という理念の下、地域住民と行政等が協働して「地域の誰もがいつまでも健康で幸

せに暮らせるまち」を創ろうという取組で、WHO（世界保健機関）が推奨してい

る国際認証制度です。なお、セーフコミュニティの活動の対象は、不慮の事故や外

傷、故意による外傷、自殺などの予防としております。 

本市では、交通安全、自転車生活の安全、体感治安と公共の場における安全、自

殺の予防、高齢者の安全、子どもの安全、職場（労働）の安全、防災の安心・安全

に関する８つの課題について対策委員会を設置し、様々な取組を展開しています。 

 

地域包括ケア社会とは 

本市では、団塊の世代が75 歳を迎える 2025 年や人口減少社会の到来を見据え、

高齢者、障がい者、子どもなど、地域に暮らす全ての市民を対象に、誰もが住み慣

れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができる「地域包括ケア

社会」の実現を目指しています。 
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第１章 計画の概要

 

■自殺対策に係る国、神奈川県、本市の経緯 

区 分 
平成 
18 
 

平成 
19 
 

平成 
20 
 

平成 
21 
 

平成 
22 
 

平成 
23 
 

平成 
24 
 

平成 
25 
 

平成 
26 
 

平成 
27 
 

平成 
28 
 

平成 
29 
 

平成 
30 
 

 
2019 
年度 

国 

              

神奈川県 

              

厚木市 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

●自殺対策基本法の施行 

●自殺総合対策大綱の閣議決定 

●自殺総合対策大綱一部改正 

●自殺対策加速化プラン

●自殺総合対策大綱の見直し 

●いのちを守る自殺対策緊急プラン 

自殺対策基本法の改正●

新たな自殺総合対策大綱の閣議決定●

●かながわ自殺総合対策指針

かながわ自殺対策計画 

（2018（H30）～2022） 

厚木市自殺対策計画

（2019（H31）～2023） 

●厚木市自殺対策庁内連絡会議設置 

●厚木市セーフコミュニティ暴力・自殺予防対策委員会設置 

 （Ｈ28 厚木市セーフコミュニティ自殺予防対策委員会に改編）

●厚木市自殺対策実務者ネットワーク会議設置
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２ 計画の位置付け 

 

本計画は、自殺対策基本法第 13 条第２項の規定に基づく「市町村自殺対策計画」

です。 

また、「第９次厚木市総合計画」の個別計画として位置付けるとともに、「健康

食育あつぎプラン」、「厚木市地域福祉計画」及び「かながわ自殺対策計画」との

整合を図りながら策定するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 健康食育あつぎプランとは 

           「健康寿命の延伸、みんなで描く健幸生活」を基本目標として健康 

増進計画・食育推進計画を一体化させた計画であり、取組分野に「休養・

こころの健康」が含まれます。 

自殺対策基本法 

(平成 28 年４月改正) 

厚木市地域福祉計画 

かながわ自殺対策計画 

(2018(平成 30) 

 年度～2022 年度) 

厚木市自殺対策計画 

(2019 年度～2023 年度) 

健康食育あつぎプラン 

〈 国 〉 

〈 神奈川県 〉

新たな自殺総合対策大綱 

(平成 29 年 7 月閣議決定) 

第９次厚木市総合計画 

「あつぎ元気プラン」 
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第１章 計画の概要

３ 計画の期間 

 

本計画の期間は、2019 年度から 2023 年度までの５年間とします。 

なお、厚木市総合計画等と整合を図る必要があることから、国の動向や社会情

勢の変化も踏まえ、必要に応じて計画の見直しを行います。 

 

関連諸計画等 
H28 

 

H29 

 

H30 

年度 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

年度 

第９次厚木市総合 

計画 
「あつぎ元気プラン」 

        

厚木市地域福祉 

計画 

        

健康食育あつぎ 

プラン 

        

かながわ自殺対策

計画 

        

厚木市自殺対策 

計画 

        

 

 

４ 計画の構成 
 

「厚木市自殺対策計画」は、「基本計画」及び「実施計画」で構成されます。 

① 基本計画は、本市の自殺の実態と課題を明らかにした上で、施策を体系的に

整理し、その方向性を示しています。 

② 実施計画は、「厚木市自殺対策計画」の実現に向けて、具体的な事業と取組を

示しています。 

第４期計画（３年間） 

第２次計画（５年間） 

自殺対策計画（５年間） 

第３次計画（５年間） 

第４期実施計画（３年間） 
第３期実施計画
（３年間） 

前倒し 

自殺対策計画（５年間） 
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５ 自殺対策の基本認識 

 

自殺総合対策大綱（平成 29 年７月閣議決定）では、「誰も自殺に追い込まれる

ことのない社会の実現を目指す。」という基本理念の下、次の３つの基本認識が示

されています。 

 

自殺対策における基本認識（自殺総合対策大綱） 

・自殺は、その多くが追い込まれた末の死である。 

・年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態はいまだに続いている。 

・地域レベルの実践的な取組を、ＰＤＣＡサイクルを通じて推進する。 

 

 

また、かながわ自殺対策計画では、次の３つの基本的認識が示されています。 

 

 

 

 

 

 

 

本市においては、「かながわ自殺対策計画」の基本的認識を踏まえて、連携を図

りながら、次の基本認識により自殺対策を推進していきます。 

 

（１）「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である。」 

自殺は、個人の自由な意思や選択と思われがちですが、実際には、過労や生

活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立など様々な要因が複雑に絡み合い、自

殺以外の選択肢が考えられない状態（=心理的視野狭窄）に陥った末の死と言え

ます。 

また、自殺の直前には、心理的に追い詰められた結果、うつ病、アルコール

依存症などの精神疾患を発症していることが多く、この影響により正常な判断

ができなくなっていると言われています。 

これらのことから、「自殺は、その多くが追い込まれた末の死」であるととも

に、個人の問題ではなく、誰にでも起こり得る身近な問題であることを認識す

る必要があります。 

 

 

 

自殺対策における基本的認識（かながわ自殺対策計画） 

・自殺は、その多くが追い込まれた末の死。 

・自殺は、その多くが社会的な取組で防ぐことのできる問題である。 

・自殺を考えている人は、悩みを抱え込みながらもサインを発している。 
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第１章 計画の概要

 

（２）「自殺は、その多くが社会的な取組で防ぐことのできる問題である。」 

健康問題、経済・生活問題、家庭問題等の自殺の原因・動機となる様々な要

因のうち、失業、倒産、多重債務、長時間労働等の社会的要因については、制

度の見直しや相談支援体制の整備等の社会的な取組により防ぐことが可能です。 

また、健康問題や家族問題等、一見、個人の問題と思われる要因であっても、

専門家への相談や精神疾患等の治療について社会的な支援の手を差し伸べるこ

とにより防ぐことが可能です。 

このように、心理的な悩みを引き起こす様々な要因に対する社会の適切な介

入や、自殺に至る前のうつ病等の精神疾患に対する適切な治療により、多くの

自殺を防ぐことができます。 

 

（３）「自殺を考えている人は、悩みを抱え込みながらもサインを発している。」 

悩みを抱えていながら、相談することへの抵抗から助けを求めるに至らず、

問題が複雑化することがあります。また、精神疾患を発症していたとしても、

精神科医療への偏見から受診をためらう人は少なくありません。 

その一方で、自殺を考えている人も、実際は「生きたい」という気持ちとの

間で激しく揺れ動いており、不眠や体調不良など自殺の危険を示すサインを発

していることが多いと言われています。 

家族や同僚、友人など身近な人が、自殺のサインに気づき、自殺予防につな

げていくことが重要です。また、身近な人であってもかえって自殺のサインに

気づきにくい場合もあります。社会の中に、気軽に相談できる機会を創出し、

自殺のサインに気づき、自殺予防につなげていくことが重要です。 
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第２章 

厚木市の自殺の実態と課題 
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第２章 厚木市の自殺の実態と課題

厚生労働省「人口動態統計」と警察庁「自殺統計」の違い 

 

自殺に関する統計データには、主に、厚生労働省の「人口動態統計」と警察庁

の「自殺統計」の２種類があります。 

厚生労働省の「人口動態統計」では、日本人を対象に集計していますが、警察

庁の「自殺統計」は、日本における外国人も対象に集計しています。 

本計画においては、「自殺統計」を基に内閣府・厚生労働省が再集計した「地域

における自殺の基礎資料」の住居地集計及び自殺総合対策推進センターによる「厚

木市地域自殺実態プロファイル（2017）（平成 24 年～平成 28 年の集計）（以下「地

域自殺実態プロファイル」という。）」を使用しています。 

 

 

    ■調査対象の差異 

  ・厚生労働省の「人口動態統計」は、日本における日本人を対象としています。 

  ・警察庁の「自殺統計」は、総人口（日本における外国人を含む。）を対象と 

      しています。 

■調査時点の差異 

  ・厚生労働省の「人口動態統計」は、住所地を基に死亡時点で計上しています。 

  ・警察庁の「自殺統計」は、発見地を基に自殺死体発見時点（正確には認知） 

   で計上しています。 

    なお、いずれの統計も、暦年（１月から 12 月まで）で集計をしています。 

    ■事務手続上（訂正報告）の差異 

  ・厚生労働省の「人口動態統計」は、自殺、他殺あるいは事故死のいずれか 

   不明のときは自殺以外で処理しており、死亡診断書等について作成者から自 

   殺であった旨の訂正報告がない場合は、自殺に計上していません。 

  ・警察庁の「自殺統計」は、捜査等により、死亡の理由が自殺であると判明し 

   た時点で自殺統計原票を作成し、計上しています。 
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１ 厚木市の自殺の実態 

 

（１）自殺者数と男女別割合 

本市の自殺者数は、平成 23 年の 61 人をピークに、平成 24 年以降ほぼ 40 人

台で推移しています。 

男女別では、男性が女性を上回って推移していますが、年々その差は縮小し

つつあり、平成 29 年には男性 25 人、女性 20 人となっています。 

自殺者数の推移（住居地） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男女別割合について５年間（平成 25 年～平成 29 年）の累計を全国・神奈川

県と比較してみると、本市は女性の割合が 35.6％となっており、全国の 31.1％、

神奈川県の 31.6％を上回ります。 

男女別割合の比較（平成 25 年～平成 29 年の５年間の累計）（住居地） 
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資料：内閣府・厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」
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第２章 厚木市の自殺の実態と課題

 

（２）自殺死亡率の推移 

人口 10 万人当たりの自殺死亡者数を示す自殺死亡率は、全国・神奈川県と同

じく本市においても減少傾向となっていましたが、平成 28 年、29 年について

は増加傾向に転じています。 

自殺死亡率の推移（住居地） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）年齢別自殺者数と年齢別割合 

本市の自殺者数の５年間（平成 25 年～平成 29 年）累計は 222 人、年齢別に

みると 30 歳代、40 歳代及び 50 歳代がいずれも 38 人と壮年層に多いのが特徴

です。次いで 60 歳代が 30 人、20 歳代及び 70 歳代が 29 人、80 歳以上が 16 人、

20 歳未満が４人となっています。 

年齢別自殺者数（平成 25 年～平成 29 年の５年間の累計）（住居地） 
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資料：内閣府・厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」
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年齢別割合について、５年間（平成 25 年～平成 29 年）累計を全国・神奈川

県と比較してみると、本市は 20 歳代及び 30 歳代は全国・神奈川県を上回り、

20 歳未満及び 60 歳代は全国・神奈川県を下回ります。 

年齢別割合の比較（平成 25 年～平成 29 年の５年間の累計）（住居地） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）男女・年齢別自殺者数と自殺死亡率 

本市の自殺者数の５年間（平成 25 年～平成 29 年）累計は 222 人、男性が 143

人、女性が 79 人、男女比は国と同じくほぼ「７：３」と男性が女性を上回りま

す。男女・年齢別自殺者数は、男性は 40 歳代が最も多く 30 人の他、20 歳代か

ら 60 歳代までいずれも 20 人を超えています。女性は 50 歳代及び 70 歳代が 15

人、30 歳代が 13 人と続きます。 

男女・年齢別自殺者数（平成 25 年～平成 29年の５年間の累計）（住居地） 
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第２章 厚木市の自殺の実態と課題

 

自殺死亡率は、いずれの年代も男性が女性を上回ります。 

男性は、40 歳代、80 歳以上、70 歳代の順となっています。20 歳代から 40 歳

代までは全国・神奈川県を上回っていますが、50歳代及び 60歳代は全国・神奈

川県を下回り、70歳代及び 80歳以上は全国を下回るものの、神奈川県を上回り

ます。 

女性は 50 歳代、80 歳以上、70 歳代の順となっています。20 歳代、30 歳代及

び 50 歳代以上いずれも全国・神奈川県を上回ります。 

 男女・年齢別自殺死亡率（平成 24 年～平成 28 年の５年間の累計）（住居地） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）同居人の有無（同居、独居）と自殺者数 

同居人の有無と自殺者数の５年間（平成 25 年～平成 29 年）の累計では、「あ

り」が 161 人、「なし」が 60 人と、ほぼ「７：３」となっています。男女別で

みると、「あり」は男性 98 人、女性 63 人、「なし」は男性 45 人、女性 15 人と

なっています。 

 同居人の有無と自殺者数（平成 25 年～平成 29 年の５年間の累計）（住居地） 
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（６）職業別自殺者数と職業別割合 

職業別の５年間（平成 25 年～平成 29 年）累計では、「被雇用・勤め人」が最

も多く 78 人、次いで「年金・雇用保険等生活者」の 45 人、「その他の無職者」

の 44 人、「主婦」の 20 人と続きます。 

 職業別自殺者数（平成 25 年～平成 29 年の５年間の累計）（住居地） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有職者の自殺者数の割合では、「自営業・家族従業者」は 15.1％、「被雇用・

勤め人」は 84.9％ですが、「被雇用・勤め人」は全国の 78.6％を上回ります。 

 有職者の自殺の内訳（平成 24 年～平成 28年の５年間の累計）（住居地） 

 

 

 

 

 
 

全国・神奈川県との比較では、本市が全国・神奈川県を上回るのは、「被雇用・

勤め人」、「失業者」であり、逆に「自営業・家族従事者」、「学生・生徒等」及

び「その他の無職者」は全国・神奈川県を下回ります。 

 職業別割合の比較（平成 25 年～平成 29年の５年間の累計）（住居地） 
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資料：自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル2017」
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第２章 厚木市の自殺の実態と課題

 

（７）自殺の未遂歴別の状況 

本市の自殺者の５年間（平成 25 年～平成 29 年）累計における自殺未遂歴を

有する割合 17.6％は、全国の 19.7％、神奈川県の 20.1％をやや下回ります。 

男女別では、女性が 24.1％と男性の 14.0％を大きく上回り、女性の自殺未遂

歴を有する割合が高くなっています。 

自殺未遂歴の状況（平成 25 年～平成 29 年の５年間の累計）（住居地） 
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資料：内閣府・厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」
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（８）原因・動機別自殺者数と原因・動機別割合 

本市の自殺の原因・動機について、５年間（平成 25 年～平成 29 年）累計で

みると、「健康問題」が 82 件、「家庭問題」の 51 件、「経済・生活問題」の 49

件、「勤務問題」の 20 件となっています。 

 原因・動機別自殺者数（平成 25 年～平成 29 年の５年間の累計）（住居地） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こうした原因・動機を全国、神奈川県と比較してみると、本市で最も多い「健

康問題」の 26.6％は、全国の 40.0％、神奈川県の 30.0％を下回ります。これ

に対し、「家庭問題」の 16.6％は、全国の 11.7％、神奈川県の 10.6％を、「経

済・生活問題」の 15.9％は、全国の 13.0％、神奈川県の 11.5％をやや上回り

ます。 

原因・動機別割合（平成 25 年～29 年の５年間の累計）（住居地） 
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第２章 厚木市の自殺の実態と課題

２ 厚木市におけるハイリスク対象群 

～220 人の自殺者の分析から～ 

「地域自殺実態プロファイル」では、５年間（平成 24 年～平成 28 年）の自殺

者数合計 220 人（男性 147 人、女性 73 人）について、男女・年齢・職業の有無、

同居人の有無別の統計を示しています。 

また、その分析から、本市の自殺対策を効果的に推進するため、支援が優先さ

れるべき次の３つのハイリスク対象群に対し、重点的な対策を講じることを推奨

しています。 

 

 

 

 

 

ア 自殺者の多い区分と危機経路事例 

本市において、自殺者数が多い上位５区分と、各区分に対する主な自殺の危機

経路を示したものが下の表です。 

本市の主な自殺者の特徴と背景にある主な自殺の危機経路 

上位５区分 
（自殺者数） 

自殺者数 
５年間計 

(H24～H28) 
割合 

自殺死亡率 
(10 万対) 

背景にある主な自殺の危機経路 
（自殺に至るまでの経路） 

１位:男性 40～59 歳 
有職同居 

25 人 11.4% 20.6 
配置転換→過労→職場の人間関係
の悩み＋仕事の失敗→うつ状態→
自殺 

１位:女性 60 歳以上 
無職同居 

25 人 11.4% 20.6 身体疾患→病苦→うつ状態→自殺 

３位:男性 60 歳以上 
無職同居 

21 人 9.5% 27.5 
失業（退職）→生活苦＋介護の悩
み（疲れ）＋身体疾患→自殺 

４位:男性 20～39 歳 
有職同居 

18 人 8.2% 22.4 
職場の人間関係／仕事の悩み(ブ
ラック企業)→パワハラ＋過労→
うつ状態→自殺 

５位:男性 60 歳以上 
有職同居 

14 人 6.4% 26.6 

①【労働者】身体疾患＋介護疲れ
→アルコール依存→うつ状態→自
殺／②【自営業者】事業不振→借
金＋介護疲れ→うつ状態→自殺 

 

※ 区分：自殺の特性区分（男女別、年齢別、職業の有無、同居人の有無） 

※ 割合：本市５年間（平成 24～平成 28 年の自殺者数の合計 220 人に対する割合 

※ 自殺死亡率：各区分の人口 10万人当たりの自殺者数 

※ 背景にある主な自殺の危機経路：自殺実態白書 2013（NPO 法人ライフリンク）を参考 

 

資料：自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル 2017」 

勤労者 高齢者 

 
生活困窮者 
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イ 自殺者の概要 

自殺者の５年間（平成 24 年～平成 28 年）累計について、男女・年齢・職業・

同居人の有無別による自殺率を全国・神奈川県と比較したものが下のグラフです。 

自殺者数が最も多い区分は、「男性・40 歳～59 歳・有職者・同居」、「女性・60

歳以上・無職者・同居」が同数の 25 人、次いで「男性・60 歳以上・無職者・同

居」の 21 人と続きます。 

自殺者の概要（平成 24年～平成 28 年の５年間の累計）（住居地） 
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資料：自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル2017」
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第２章 厚木市の自殺の実態と課題

 

自殺死亡率について、本市が全国・神奈川県を上回るのは、男性では、いず

れも有職者・同居であり、40～59 歳のみ同居と独居の双方であり、女性では、

20～39 歳の無職の同居・独居、40～59 歳の有職及び無職の独居、65 歳以上の

無職の同居となります。特に、女性で、40～59 歳の独居は、職業の有無に関わ

らず、全国・神奈川県に比べて差が大きくなっています。 

自殺者の概要（平成 24年～平成 28 年の５年間の累計）（住居地） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 同居人の有無と年齢別の自殺死亡率 

女性の 20 歳未満を除いて、いずれの年代も、男女共通して同居人ありの自殺

死亡率は高く、また年齢が高くなるほど自殺死亡率は高まる傾向にあります。 

 同居人の有無と年齢別の自殺死亡率（平成 24 年～平成 28 年の５年間の累計）（住居地） 
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同居 10 111.4 110.7 133.2

独居 3 78.4 202.2 275.8

同居 14 26.6 12.9 17.5

独居 0 0.0 33.5 36.9

同居 21 27.5 25.4 36.0

独居 7 53.6 78.0 96.2

男
性

20～
39歳

40～
59歳

60歳
以上

無職者

有職者

無職者

有職者

性
別

年齢
階級

職業

有職者

同独居 自殺者数
自殺死亡率（人口10万対）

無職者

厚木市 神奈川県 全国

同居 3 5.7 3.9 6.1

独居 1 10.5 10.4 11.7

同居 9 16.7 14.6 16.4

独居 3 53.1 36.9 33.7

同居 4 7.3 6.5 6.4

独居 2 38.9 12.8 13.5

同居 13 16.3 13.9 17.0

独居 4 70.7 33.6 44.7

同居 1 5.7 6.8 7.6

独居 0 0.0 12.4 11.0

同居 25 20.6 13.2 16.7

独居 5 21.1 18.8 24.0

資料：自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル2017」

女
性

20～
39歳

40～
59歳

60歳
以上

有職者

無職者

有職者

無職者

有職者

無職者

性
別

年齢
階級

職業 同独居 自殺者数
自殺死亡率（人口10万対）
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エ 職業の有無からみた同居人の有無と年齢別自殺死亡率 

有職者では 60 歳以上を除いては同居人なしが同居人ありを上回ります。無職

者については男性の 40～59 歳を除いては、同居人なしが同居人ありを上回りま

す。 

職業の有無からみた同居人の有無と年齢別自殺死亡率 

（平成 24 年～平成 28年の５年間の累計）（住居地） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.4 20.6
26.6

51.4

111.4

27.524.4

41.2

0

85.1
78.4

53.6

0

20

40

60

80

100

120

20～39歳 40～59歳 60歳以上 20～39歳 40～59歳 60歳以上

同居人あり

同居人なし

〈男性〉
人口10万対

有職者 無職者

5.7 7.3 5.7
16.7 16.3 20.6

10.5

38.9

0

53.1

70.7

21.1

0

20

40

60

80

100

120

20～39歳 40～59歳 60歳以上 20～39歳 40～59歳 60歳以上

同居人あり

同居人なし

〈女性〉
人口10万対

有職者 無職者

資料：自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル2017」
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第２章 厚木市の自殺の実態と課題

  

※ 背景にある自殺の危機経路 

自殺の原因・動機は、様々な要因が複雑に絡み合っています。次に示す図

は、NPO 法人ライフリンク「自殺実態 1,000 人調査」結果から見えてきた「自

殺の危機経路（自殺に至るまでの経路）」です。 

自殺の危機経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図中の○印の大きさは要因の発生頻度を表しています。○印が大きいほど、自

殺者にその要因が抱えられていた頻度が高いということです。また、矢印の太さ

は、要因と要因の連鎖の因果関係の強さを表しています。矢印が太いほど因果関

係が強いことになります。 

自殺の直接的な要因では「うつ状態」が最も大きくなっていますが、「うつ状態」

になるまでには複数の要因が存在し、連鎖しています。 

自殺時に抱えていた要因数は、１人当たり平均４つであることが分かっていま

す。 

また、図以外にも、職業、年齢、男女別等の区分によって、自殺に至るまでの

経路にある一定の規則性があることが分かっています。 

生活苦 介護・
看病
疲れ

失恋

借金の
取立苦

いじめ

DV

ｱﾙｺｰﾙ
問題

仕事の
悩み

家族の
死亡

病苦

自 殺

負債

進路に
関する
悩み

身体疾患

職場環境
の変化

子育て
の悩み

犯罪被害

うつ状態
精神疾患

その他

不明

ひきこもり

家族の
不和

職場の
人間関係

過労

被虐待

非正規
雇用

高校中退

失業

ＤＶ
性暴力

事業不振

資料：NPO 法人ライフリンク「自殺実態 1,000 人調査」 

 ※ 要因が「不明」である 

場合も少なくありません。

コラム 

 自殺は、平均すると 

４つの要因が複合的に 

連鎖して起きています。 
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３ 厚木市の自殺の特徴と課題 

特徴                    課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自殺は、複数の問題が複合的に絡み合

って起こることから、多機関・多職種の

連携を強化し、地域において包括的に取

り組むことが必要です。 

同居家族がいることだけでは、自

殺の抑制にならず、かえって介護や

子育て等の悩みを抱える原因にもな

ります。 

また、自殺未遂歴がある人は、自

殺企図を繰り返しやすいことも知ら

れています。 

家族や同僚、友人など身近な人の

変化に気づき、話を聴くことのでき

る人を増やすとともに、介護や子育

てを地域で見守る人材を育成するこ

とが必要です。 

 

⑥ 自殺未遂歴の有無では、「あり」の割合

は 17.6％で、全国・神奈川県を下回りま

す。 

⑤ 「女性・40～59 歳・独居」の自殺死亡

率は、全国・神奈川県を大幅に上回りま

す。背景にある主な自殺の危機経路には、

有職者では職場の人間関係や身体疾患、

無職者では生活苦などが挙げられていま

す。 

④ 「地域自殺実態プロファイル」では、「女

性・60 歳以上・無職・同居」及び「男性・

60 歳以上・無職・同居」の自殺者数は、

それぞれ２位、３位となっています。「女

性・60 歳以上・無職・同居」の自殺死亡

率は、全国・神奈川県を上回ります。 

  背景にある主な自殺の危機経路には、

病苦や介護の悩み、失業（退職）による

生活苦などが挙げられています。 

③ 同居の有無では、男女とも「同居人あ

り」の自殺者数が多くなっています。背

景にある主な自殺の危機経路には、介護

疲れや子育ての悩み、家族間の不和など

が挙げられています。 

② 女性の「20～39 歳・無職・同居」の自

殺死亡率は、全国・神奈川県を上回りま

す。背景には、ＤＶ等の家庭問題や子育

ての悩みなどが挙げられています。 

① 自殺の原因・動機の種類は、「家庭問

題」、「健康問題」、「経済・生活問題」、「勤

務問題」、「男女問題」、「学校問題」が主

であり、保健、医療、福祉、労働、教育

等の幅広い分野に渡っています。 
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第２章 厚木市の自殺の実態と課題

特徴                   課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自殺予防のために必要な認識を市
全体に広く啓発し、急ピッチで対策を
進めていく必要があります。 

特に、男性の壮年層に対し、「SOS
を発信する」という意識の啓発をする
ことが必要です。 

定年後の世代や子育て世代をは
じめとする、居場所づくり、生きが
いづくりを推進する必要がありま
す。 

特に高齢者は、役割の喪失感、社
会からの孤立感を抱えやすいと言
われています。 

様々な種類の悩みに応じた相談窓

口を整備し、全ての年代の人に届くよ

う、積極的に周知することが必要で

す。 

また、複数の悩みを抱えていること

が多く、生活を整えるためには長期的

な支援が必要になるため、支援体制を

強化することが必要です。 

自殺者の原因・動機は、健康問題

が最も多いことから、心身の健康づ

くりを推進することが必要です。 

学生・若者に対しては、今後、社

会において直面する可能性のある

様々な困難やストレスへの、適切な

対処方法を身に付けるための教育を

推進する必要があります。 

また、職場におけるメンタルヘル

ス対策を推進する必要があります。 

⑦ 自殺死亡率は全国・神奈川県と同様に

減少傾向にありますが、平成 28 年、29

年には全国・神奈川県を上回り、増加に

転じています。 

⑧ 自殺者数の男女比は、「7：3」で男性が女

性を上回り、特に30歳代から50歳代の壮

年層に多いのが特徴です。 

⑩ 「女性・20～39 歳・同居」の自殺者数

は、「女性・20～39 歳・独居」の３倍に上

ります。背景にある主な自殺の危機経路に

は、子育ての悩みが挙げられています。 

⑨ 60 歳以上では、無職者の自殺者数が多く

なっています。 

 

⑮ 20～59 歳の男性では、有職者の自殺者が

多くなっています。また、有職者の８割以

上が「被雇用・勤め人」と、その割合は全

国を上回ります。職業別の自殺者数では、

「被雇用・勤め人」が約 35％と最も多く、

この割合は全国・神奈川県を上回ります。

⑭ 学生・生徒の自殺者数は少ないものの、

若い命が失われています。背景には、いじ

めの問題や若者の就労問題があると言わ

れています。 

⑬ 自殺者の原因・動機では、健康問題が約

27％と最も多くなっています。 

⑪ 自殺者の原因・動機の種類は、「家庭問

題」、「健康問題」、「経済・生活問題」、「勤

務問題」、「男女問題」、「学校問題」等の

多岐に渡っています。 

⑫ 自殺は、全ての年代に起こっているこ

とであり、ライフステージによって悩み

の種類が変わっています。 
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第３章 自殺対策推進のための方針と施策

１ 将来像と基本理念 

 

自殺のリスクは、「生きることの阻害要因」が「生きることの促進要因」を上回

った時に高まります。つらいときには助けを求め、つながり、支え合うという価

値観を育てるとともに、地域のゆるやかなつながりや社会的な支援体制の中で、

生きる喜びと明日への希望を誰もが持てる地域社会を創造するため、本市では、

将来像及び基本理念を次のとおり定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「セーフコミュニティ」の推進や「地域包括ケア社会」の実現

を目指す中で、誰もが自分らしく、安心して暮らすことのでき

る社会を目指します。 
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２ 基本方針 

 

自殺対策は、社会全体の自殺リスクを低下させる方向で、「対人支援のレベル」、

「地域連携のレベル」、「社会制度のレベル」、それぞれにおいて強力に、かつそれ

らを総合的に推進することが重要です。 

本計画では、基本理念として掲げる「生きる」を支える地域社会の実現に向か

い、自殺対策基本法をはじめとする「社会制度」の下で、「地域連携」及び「対人

支援」の視点で自殺対策を推進するため、次の２つを基本方針とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 三階層自殺対策連動モデルとは 

住民の暮らしの場を原点としつつ、「様々な分野の対人支援を強化すること」、「対人支

援の強化等に必要な地域連携を促進すること」、更に「地域連携の促進等に必要な社会制

度を整備すること」を一体的なものとして連動して行っていくという考え方です。 

基本方針①（地域連携） 

人とのつながりの中で、生きる希望を持てるまちづくり 
                

基本方針②（対人支援） 

こころの負担が減り、笑顔でいられるまちづくり 
               

資料：自殺総合対策推進センター 
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第３章 自殺対策推進のための方針と施策

３ 施策の体系 

国は、「地域自殺対策政策パッケージ」において、全ての市町村が共通して取り

組むべき５つの基本施策を示しています。 

本市では、この５つの基本施策をより取り組みやすい形に細分化し、本市の課

題（P24～25 に記載）を踏まえて再統合しました。さらに、わかりやすい言葉で

示し直し、「地域におけるネットワークの強化」「いのちを見守り支える人材の育

成」「自殺予防に関する啓発」「孤立させない居場所づくり」「相談支援体制の充実」

「こころの健康づくり」の６つを基本施策とします。 

また、本市においては、「勤労者」、「高齢者」、「生活困窮者」に対する対策を強

化することが求められています（P19 に記載）。これらの対策は、６つの各基本施

策の中で優先的かつ重点的に展開していきます。 
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＜施策の体系図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈基本理念〉 

「生きる」を支える 

地域社会の実現 

【基本方針①】 

人とのつながりの中で、 

生きる希望を持てるまちづくり 

【基本方針②】 

こころの負担が減り、 

笑顔でいられるまちづくり

＜ 将来像 ＞ 

地域のつながりの中で 
誰も自殺に追い込まれることのない 
安心して暮らすことができる厚木市 

こころの 

健康づくり 

相談支援体制の

充実 

孤立させない

居場所づくり

自殺予防に関する

啓発 

いのちを見守り

支える人材の 

育成 

地域における 

ネットワークの

強化 

①勤労者に対する対策  

②高齢者に対する対策 

③生活困窮者に対する対策 基本施策１ 

① 

②

③

＜ハイリスク対象群に対する対策＞ 

基本施策２ 

基本施策４ 

基本施策６ 

基本施策５ 基本施策３ 
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第３章 自殺対策推進のための方針と施策

基 本 施 策   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハイリスク対象群に対する対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 地域におけるネットワークの強化 

ア セーフコミュニティにおける 

分野横断的な連携体制の強化 

イ 地域包括ケア社会の実現に 

向けた取組の推進 

２ いのちを見守り支える人材の育成 

ア ゲートキーパーの養成 

イ 地域で見守る人材の育成 

ウ 庁内職員の資質向上 

ア 自殺予防のための適切な知識の 

普及 

イ 自殺対策の啓発活動の推進 

４ 孤立させない居場所づくり 

ア 居場所づくり・生きがいづくり 

の支援 

イ 遺
のこ

された人への支援 

５ 相談支援体制の充実 
 

ア 相談しやすい体制の整備 

イ 相談窓口の連携強化 

６ こころの健康づくり 

ア 心身の健康保持に関する正しい 

  知識の普及啓発 

イ SOS を出すスキル（求援力）の 

  獲得の推進 

３ 自殺予防に関する啓発 

① 

勤労者に 

対する対策 

② 

高齢者に 

対する対策 

③ 

生活困窮者に 

対する対策 
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４ 計画の数値目標 

神奈川県の「かながわ自殺対策計画」では、全体目標として「平成 28 年の自殺

死亡率（人口動態統計）から５年間で 15％減少させる。」と設定しております。 

本市においては、平成 29 年の自殺死亡率（警察庁自殺統計）20.0 を５年間で

50％減少させて 10.0 以下にすることを数値目標とします。これは、自殺者数に換

算すると、平成 29 年の 45 人から 23 人以上減少させ、22 人以下となります。 

なお、本計画が外国人を含む計画であること、また「地域自殺実態プロファイ

ル」が警察統計を基に作成されていることを考慮し、警察庁「自殺統計」の数値

を利用するものとします。 

 

■本市の数値目標 

 厚木市自殺対策計画 

2019（平成 31）年度～2023 年度 

基準年 平成 29 年 平成 34 年 

自殺死亡率 

（警察庁「自殺統計」） 
20.0 10.0 以下 

対 29 年数値比 100％ 50％（50％減） 

自殺者数 

（警察庁「自殺統計」） 
45 人 22 人以下 

 

（参考）神奈川県の数値目標 

 かながわ自殺対策計画 

2018(平成 30)年度～2022 年度 

基準年 平成 28 年 平成 33 年 

自殺死亡率 

（人口動態統計） 
14.6 12.4 以下 

対 28 年数値比 100％ 85％（15％減） 

 

※ 自殺死亡率とは 

人口 10 万人当たりの自殺死亡者数を示します。 
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第４章 施策の展開

 

 

 

 

 

 

 

第４章 

施策の展開 
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１ ６つの基本施策 

（１）地域におけるネットワークの強化 

自殺予防を８つの重要課題の１つとするセーフコミュニティや、地域包括ケ

ア社会の取組の中で、行政、関係機関、民間団体、市民等それぞれが果たすべ

き役割を明確化した上で、相互の連携と協働の仕組みを構築していきます。 

 

ア セーフコミュニティにおける分野横断的な連携体制の強化 

保健、医療、福祉、労働、教育等の関係機関、行政機関において、本市の自

殺対策に係る方向性を共有するとともに、自殺の予防に向けた連携の強化を図

ります。 

 

イ 地域包括ケア社会の実現に向けた取組の推進 

地域における多様な支え手による包括的な支援が円滑に行えるよう、連携の

仕組みを構築します。 

 

（２）いのちを見守り支える人材の育成 

自殺の危険性の高い人の早期発見、早期対応を図るため、「気づき」「声かけ」

「傾聴」「見守り」などの役割を担うゲートキーパーを養成します。 

また、地域住民と接することが多い庁内職員や市民が、様々な悩みや生活上

の困難を抱える人に対して、適切に対応できるよう資質の向上を図ります。 

 

ア ゲートキーパーの養成 

自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応をとることができるゲートキ

ーパーをさまざまな分野で養成します。 

 

イ 地域で見守る人材の育成 

地域活動やボランティア活動等において、地域住民と関わることの多い市民

等に対し、自殺予防に関する情報提供等を通して、地域で見守る人材の育成を

図ります。 

 

ウ 庁内職員の資質向上 

庁内職員に対し、自殺予防に関する研修等を通して、様々な悩みを複合的に

抱える市民に適切に対応できるよう、資質の向上を図ります。 
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第４章 施策の展開

 

（３）自殺予防に関する啓発 

自殺に追い込まれる危機は「誰にでも起こり得る」ことですが、危機に陥っ

た人の心情や背景は、様々な要因が複雑に絡み合っていることもあって、理解

されにくいという現実があります。 

自殺に対する誤った認識や偏見を払拭し、「危機に陥った場合には誰かに援助

を求めることが適当である」ということ、そして「自殺の多くが防ぐことがで

きる社会的な問題である」こと、「自殺を考えている人は、サインを発している」

ことが、市全体の共通認識となるように、講演会やキャンペーンを通して積極

的な普及啓発を行います。 

 

ア 自殺予防のための適切な知識の普及 

多くの市民に自殺予防に関する基礎的な知識の普及が進むよう、各種広報媒

体を活用した情報発信など、機会を捉えて正しい知識の普及を図ります。 

 

イ 自殺対策の啓発活動の推進 

自殺対策に関する機運の醸成を図るため、自殺予防週間及び自殺対策強化月

間に、国や県、関係機関と連携した啓発活動を広く展開します。 

 

（４）孤立させない居場所づくり 

「生きることの促進要因」を増やすため、生きづらさを抱えた人や孤立を抱

える恐れのある人が、孤立する前に地域とつながることができるよう、「こころ

の拠り所」として居場所づくりを推進するとともに、自己肯定感を高めるため

の生きがいづくりにつながる支援に取り組みます。 

また、自殺で大切な人を亡くした自死遺族に対しても、悲嘆に向き合い回復

することができるよう、遺族会等の情報提供をしていきます。 

 

ア 居場所づくり・生きがいづくりの支援 

地域包括ケアシステム等の施策と連動し、孤立を抱える恐れのある人が社会

的自立の促進を図る居場所の確保や、誰もが活躍できる場を創出するなど、生

きがいづくりを推進します。 

 

イ 遺
のこ

された人への支援 

自殺で大切な人を亡くした遺族等は孤立しやすいことから、同じ立場の遺族

等が安心して語り、気持ちを分かち合う遺族会等の情報提供や、相談体制の周

知を図ります。 
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（５）相談支援体制の充実 

自殺の多くは、経済・生活問題、健康問題、家庭問題等の複数の要因が複雑

に絡み合って起こっていることから、様々な問題に対応できる相談支援体制の

充実を図ります。 

 

ア 相談しやすい体制の整備 

各種相談に応じることができる相談窓口を整備するとともに、様々な悩みや

生活上の困難を抱えた人が、確実に相談窓口の情報を得られるよう、周知方法

の工夫をします。 

 

イ 相談窓口の連携強化 

自殺対策実務者ネットワーク会議等を活用して、各相談窓口の連携強化を図

り、「切れ目のない支援」「漏れのない支援」を提供します。 

 

（６）こころの健康づくり 

自殺は「誰にでも起こり得る危機」であり、自殺の原因の多くは「健康問題」

です。 

地域におけるメンタルヘルス対策を推進するとともに、いざ悩みを抱えた時

のための心構えとして、関係機関・関係団体等と連携しながら、SOS の出し方

について普及啓発を図ります。 

 

ア 心身の健康保持に関する正しい知識の普及啓発 

こころと体の健康保持ができるよう、講座や広報媒体を通して、ストレス対

処法、睡眠の確保や生活リズムを整えることの重要性について普及啓発を図り

ます。 

 

イ SOS を出すスキル（求援力）の獲得の推進 

「危機に陥った場合には誰かに援助を求めることが適当である」という共通

認識のもと、SOS をどのように、誰に出せばいいのか等について、研修や広報

媒体等を通して具体的に普及していきます。 
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第４章 施策の展開

２ ハイリスク対象群に対する対策 

（１）勤労者に対する対策 

 現 状 

本市の自殺者は、30～50 歳代の男性の壮年層に多く、また職業別では被雇用・

勤め人が最も多くなっています。 

「地域自殺実態プロファイル」では、配置転換、過労、職場の人間関係、仕事

の失敗など複数の要因が絡み合っています。 

また、本市におけるメンタルヘルス相談の集計結果では、相談者の男女比が

「３：７」であり、自殺者の男女比「７：３」と逆転していることが分かります。 

自殺者の多い男性については、30～50歳代の働き盛りの相談件数が多く、72.9％

が「仕事・事業の悩み」、「生活・お金の悩み」、「健康の悩み」を抱えています。 

メンタルヘルス相談の状況（平成 29 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メンタルヘルス相談内容（平成 29 年度） 

〈男性〉                  〈女性〉 
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資料：厚木市健康づくり課「メンタルヘルス相談」集計 
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  取組の方向性 

長時間労働、ハラスメント等の様々な勤務に関する問題に対し、庁内関係課等

や関係機関との連携を図りながら、勤労者を対象とした各種相談窓口の周知や、

メンタルヘルス対策の普及啓発を図ります。 

 

ア 勤労者のための相談窓口の積極的周知 

イ 勤労者や家族に対するメンタルヘルスの普及啓発 

ウ 働きやすい環境づくりの推進 
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第４章 施策の展開

 

（２）高齢者に対する対策 

  現 状 

年齢が高くなるほど自殺死亡率は高まる傾向にあります。特に、50 歳代以上の

女性の自殺死亡率は他の世代よりも高く、全国と比べても高くなっています。 

「地域自殺実態プロファイル」では、高齢者の自殺の背景にある危機経路とし

て、身体疾患や介護疲れ、死別・離別が多くなっています。 

また、本市では、高齢者人口が年々増加しており、今後も増加し続けると推計

されます。 

高齢者人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  取組の方向性 

高齢者の支援の充実を引き続き推進し、相談窓口の周知に努めるとともに、庁内

関係課等や関係機関の連携を強化し、高齢者が孤立せず、生きがいを持って、住み

慣れた地域で生活できるような地域づくりを目指します。 

 

ア 高齢者の生活や介護に関する相談窓口の積極的周知 

イ 社会参加と生きがいづくりの推進 

ウ 高齢者に関わる支援者のネットワークの強化 
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資料：国勢調査、推計については厚木市人口ビジョンにおける将来展望各年10月１日現在

人
推計
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（３）生活困窮者に対する対策 

  現 状 

本市の自殺者は、30～50 歳代の男性の壮年層に多く、失業や介護の疲れ、死別・

離別が重なることで、社会的孤立からの自殺が考えられます。 

また、本市における生活困窮者自立支援制度におけるのべ相談件数は、平成 27

年の制度開始以降、年々増加しています。 

生活困窮者自立相談支援事業の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  取組の方向性 

生活困窮者はその背景として、虐待、性暴力被害、依存症、性的マイノリティ、

知的障害、発達障害、精神疾患、被災避難、多重債務、労働、介護等の多様かつ広

範な問題を、複合的に抱えていることが多く、経済的困窮に加えて他者との関係性

の希薄があり、社会的に孤立しやすいと言われています。 

相談窓口の情報が手元に届きやすい工夫を検討するとともに、庁内関係課や関係

機関との連携を強化します。 

 

ア 生活困窮者自立支援制度の周知 

イ 生活困窮者からの SOS をキャッチするための職員等の資質向上 

ウ 相談窓口の情報を手元に届けるための周知方法の工夫 
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計画の推進 
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１ 計画の推進体制 

本市の自殺対策が効果を発揮するよう、行政・関係機関と連携・協働して自殺

対策を総合的に推進するため、「厚木市セーフコミュニティ自殺予防対策委員会」

及び「厚木市自殺対策庁内連絡会議」を設置しております。 

 

（１）厚木市セーフコミュニティ自殺予防対策委員会 

市内の関係機関や関係する課長級職員により構成され、自殺対策に関する施策

を総合的かつ効果的に推進します。 

厚木市セーフコミュニティ自殺予防対策委員会委員 

  平成 30 年 5 月 

NO. 役 職 選出関係団体及び庁内職員 

1 委 員 長 厚木医師会 

2 副委員長 厚木市民生委員児童委員協議会 

3 委  員 厚木労働基準監督署 

4 委  員 厚木警察署 

5 委  員 厚木保健福祉事務所 

6 委  員 厚木児童相談所 

7 委  員 厚木市社会福祉協議会 

8 委  員 厚木保健師・助産師・看護師・准看護師会 

9 委  員 厚木市秘書課長 

10 委  員 厚木市福祉総務課長 

11 委  員 厚木市障がい福祉課長 

12 委  員 厚木市介護福祉課長 

13 委  員 厚木市家庭相談課長 

14 委  員 厚木市産業振興課長 

15 委  員 厚木市消防本部救急救命課長 

16 委  員 厚木市社会教育課長 
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第５章 計画の推進

（２）厚木市自殺対策庁内連絡会議 

市の関係部局が自殺対策に関し、共通の認識を持ち、連携を強化して自殺予防

の推進に取り組みます。 

厚木市自殺対策庁内連絡会議委員 

  平成 30 年 5 月 

№ 役 職 職 名 

1 委 員 長 市民健康部長 

2 副委員長 健康づくり課長 

3 委  員 職員課長 

4 委  員 福祉総務課長 

5 委  員 地域包括ケア推進担当課長 

6 委  員 生活福祉課長 

7 委  員 障がい福祉課長 

8 委  員 介護福祉課長 

9 委  員 高齢者支援担当課長 

10 委  員 健康長寿推進課長 

11 委  員 子育て給付課長 

12 委  員 子育て支援センター所長 

13 委  員 家庭相談課長 

14 委  員 青少年課長 

15 委  員 市民協働推進課長 

16 委  員 人権男女相談担当課長 

17 委  員 セーフコミュニティくらし安全課長 

18 委  員 産業振興課長 

19 委  員 救急救命課長 

20 委  員 経営管理課長 

21 委  員 教育指導課長 

22 委  員 青少年教育相談センター所長 

23 委  員 社会教育課長 
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２１計画の進捗管理 

計画を具体的かつ効率的に推進していくために、ＰＤＣＡサイクルを通じた

計画の進捗管理を行います。 

進捗状況の管理については、「厚木市セーフコミュニティ自殺予防対策委員会」

において具体的な取組状況を把握し、点検、評価等を行っていくとともに、必要

に応じ、目標達成に向けた課題の整理と取組内容の見直し及び改善を行います。 

計画の最終年度である 2023 年度には最終評価を行い、設定した数値目標の達成

状況を把握し、次に目指していくべき方向性を見出し、次期の計画策定にいかし

ていきます。 

 

 

 

■ＰＤＣＡサイクルのイメージ図 
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